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八 代 市 公 立 保 育 所 の あ り 方 ［概要版］ 
 

 

保育所を取り巻く状況 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

保育所の取組みの方向性 

 

 

 

 

 

 

公立保育所の課題 

 

 

 

 

 

 

 

公立保育所の取組みの方法 （中山間地の特例） 
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  将来にわたり、保育所を必要とする児童と 

保護者へ安定的で良質な保育サービスを提供する 

保育所の目指す姿 

・少子化の進行  ・核家族化の進行  ・夫婦共働き家庭の増加 
・ひとり親家庭の増加     ・地域住民間の連帯感の希薄化 
・保護者の就労状況の多様化  ・価値観やライフスタイルの多様化 

〇 多様な保育ニーズへの迅速で柔軟な対応 
〇 保育環境の整備 
〇 安定的な保育所運営 

〇 保育時間の拡充をはじめとした保育ニーズへの対応 
〇 保育所施設等の保育環境の整備 
〇 保育所運営経費の効率化 
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《 ポ イ ン ト 》 
 

● 拠 点 園 
【趣旨】 施設が比較的新しい保育所を拠点園としてブロック毎に1園配置。 
【役割】 ①児童の保育や子育て支援という公立保育所の役割に加え、保護者の求める子育て支援

の情報収集、保育に関わる事例研究や保育技術の情報交換、研修システムの確立等の
ノウハウを私立保育所と共有。市全体の保育サービスの向上に努める。 

②特別な支援を要するこどもを保育する必要があるとき、災害時など急激な保育環境の
変化へ対するなど、セーフティネットの役割を果たす。 

なお、建築年次が古い園は対象外とする。 

● 認定こども園 

公立保育所と公立幼稚園が近隣にある地域では、認定こども園導入の検討を進める。 

● 民 営 化 
【趣旨】 

①将来も就学児童数が見込まれる地域については、保育所を存続。 
②施設設備の老朽化している保育所は建替等が必要なことから補助制度のある民営化を推進。 

【移管先】 
移管先の選定は公募による。対象は下記のとおり。 
①市内や市に隣接する市町村において児童福祉事業（保育所運営）に良好な実績のある社会福
祉法人と幼児教育事業（幼稚園運営）に良好な実績のある学校法人。 

②保育士養成の実績や保育所運営のノウハウのある学校法人やＮＰＯ法人、保育の経験者や当
該地域関係者が新たに設立する社会福祉法人やＮＰＯ法人、八代市社会福祉協議会。 

【移管先の審査】 
選定委員会(学識者、会計士、保育士、保護者や地域代表者など)を設置し、選定委員会で策定の
選定基準で審査を行う。 

【移管にあたっての条件】 
①移管先法人は当該保育所の公立保育所としての役割を尊重し、保育所独自の行事の継承に努
め、地域に根ざした保育所づくりに寄与する。 

②移管する保育所の土地・建物は原則有償譲渡。（不動産鑑定評価を基に算定） 
③当該施設を保育所として継続。運営内容の変更、譲渡・廃止等の場合は市の承認を得る。 

【民営化にあたっての対応】 

①入所児童への対応・・・引き継ぎ保育、保育士同士の人事交流などを実施。 
②保護者への対応・・・移管後も保護者の意見や要望への配慮を市が移管先法人に促す。 

③本市の役割・・・移管時の「選定条件」が守られているかを随時確認する。 
その他 移管先法人への助言や、保護者からの相談等に応じる。 

● 統 廃 合 

【趣旨】下記の条件のいずれかを満たす場合、統廃合の実施について検討に入る。 
① 同じ小学校校区内に公立保育所が２ヶ所以上ある場合 
② 入園児童数が２０名を下回っている保育所である場合 

【その他】 
統廃合を実施した後の園舎等の利活用は当該地域関係者と協議して決定。 

〇分園 

中山間地域の特例として、入園児童数が５名を下回るまでは分園として継続。 
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分園とは 

保育所分園とは、本体となる保育所（中心保育所）とは、離れているが一体的に運営される小規模保育施設 

 

［ 分園 ］                 ［ 中心保育所 ］（本園） 
※本園、分園を１人の園長が兼ねる。 

        ３０分以内の距離      

＜国の基準＞ 

・分園の規模は３０人未満。 

・児童福祉施設最低基準に規定する職員の配置（常時２名以上の保育士を配置する）や 

施設の面積要件などは本園と同じように適用。 

 

 

 

 

１ 公立保育園一覧 

八代市の保育所は、公立９園、私立４３園の計５２園がある。 

校区 公立保育園名 所在地 
定員 

(人) 

在園児 

数(人) 
建設年次 経過年数 

太田郷 太田郷ひびき保育園 日置町308 60 48 H8年3月 27年 

高 田 高田あけぼの保育園 本野町522 60 38 H13年3月 22年 

宮 地 宮地さくら保育園 宮地町33 45 22 S55年3月 43年 

金 剛 金剛みどり保育園 高植本町1609-2 60 23 H10年3月 25年 

郡 築 郡築しおかぜ保育園 郡築６番町81-3 70 43 S63年3月 35年 

千 丁 千丁みどり保育園 千丁町新牟田1357-3 120 101 H14年3月 21年 

鏡 
鏡 保 育 園 鏡町鏡村190-4 120 91 H6年11月 28年 

鏡 第 二 保 育 園 鏡町芝口1-3 45 15 S53年12月 44年 

泉 下 岳 保 育 園 泉町下岳1687 45 7 S54年4月 44年 

（令和5年4月1日現在） 

２ 保育サービスの状況 

区分 施設数 延長保育 一時保育 
土曜日午後の 

保 育 
休日保育 バス送迎 

公立 9 2 0 0 0 0 

私立 43 48 36 42 2 8 

計 52 50 36 42 2 8 

（令和5年4月1日現在） 


